
新潟国道事務所では、国道７号の新発田市街地部における慢性的な交通渋滞の緩和及び沿道地域
の振興活性化を図ることを目的として、新発田市中曽根～同市小舟町（延長０．９ｋｍ）の道路拡
幅（４車線化）事業を実施しております。

今回、土壌汚染対策法に基づき調査を実施した結果、土壌汚染対策法による基準値を上回る
「鉛」及び「ふっ素」が一部土壌から検出されましたのでお知らせします。
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国道７号新発田拡幅事業における鉛及びふっ素の検出について

お問い合わせ先
新潟国道事務所
工務第一課 横山

TEL 025-246-7756（直通）
FAX 025-246-7759

１．土壌調査を実施した土地
新潟県新発田市中曽根地先

２．土壌調査結果
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（H24年8月 環境省）」に

より土壌汚染対策状況調査を行いました。
調査結果は以下の通りです。

１）汚染物質
○溶質基準

・鉛 Ｍax 0.024mg/L（基準溶出量0.01mg/L以下）
・ふっ素 Ｍax 1.3mg/L（基準溶出量 0.8mg/L以下）

○含有基準
・鉛 Ｍax 950mg/kg （基準溶出量150mg/kg以下）

２）汚染範囲
・鉛 521m2
・ふっ素 187m2 ※内187m2は鉛及びふっ素の重複

合計 521m2 （※重複箇所を除く面積）

３．今後の調査及び対策について
新潟県のご指導を受けながら、適切な対策を行う予定です。

４．周辺への影響
今後、新潟県が実施する周辺の地下水調査の結果を踏まえ、新潟県のご指導を受けながら適切な

対策を行う予定です。

【新潟県の公表資料は別紙のとおりです。】




